
令和５年度製菓衛生師試験実施要領 
 

１ 試験日時 

 令和５年１０月１２日（木） 午後１時３０分から午後３時３０分まで 

 

２ 試験場所 

  福島県庁本庁舎５Ｆ 正庁 （福島市杉妻町２番１６号） 

 

３ 試験科目 

衛生法規、公衆衛生学、食品学、食品衛生学、栄養学、製菓理論(実技に関する設問を含む。)（ただし、

職業能力開発促進法施行規則（昭和44年労働省令第24号）別表第11の3の3に掲げる菓子製造に係る技能士で

ある場合は、試験科目のうち製菓理論を免除する。） 

 

４ 受験資格 

製菓衛生師試験を受験できる者は、次のいずれかの者とする。 

（１）学校教育法（昭和 22年法律第 26号）第 57条に規定する高等学校の入学資格を有する者で、都道府県知

事の指定する製菓衛生師養成施設において、１年以上製菓衛生師として必要な知識及び技能を修得した者 

（２）次に掲げる学歴及び実務経験を有する者 

ア  学歴（次のいずれかに該当する者） 

①  学校教育法第 57条に規定する高等学校の入学資格を有する者 

② 旧制国民学校高等科又は旧制中学校２年の課程を修了した者 

③ 製菓衛生師法施行規則（昭和 41年厚生省令第 45号）附則第２項に規定する者 

イ 実務経験 

  食品衛生法施行令（昭和 28年政令第 229号）第 35条に規定するもののうち次の営業施設において２

年以上従事した者 

 ① 菓子製造業 

 ② 複合型そうざい製造業 

 ③ 複合型冷凍食品製造業 

※ ただし、次の場合は上記の菓子製造業務に従事したとは認められない。 

① 専ら菓子製造品の運搬、配達及び食器洗浄等の直接菓子製造に関係しない業務に従事していた場

合 

② パート又はアルバイトで菓子製造業務に従事していた場合（週４日以上かつ１日６時間以上又は

週５日以上かつ１日５時間以上勤務していた場合は除く。） 

③ 食品衛生法施行令（昭和 28年政令第 229号）第 35条の規定による飲食店営業施設において、デ

ザート類及びパン製造の業務に従事していた場合（令和３年６月１日以降に菓子製造業から業種変

更となった場合は、９（２）により問い合わせること。） 

（３）昭和４１年１２月２６日（製菓衛生師法（昭和 41年法律第 115号）の施行日）に現に菓子製造業に従事

していた者（学校教育法第 57条に規定する者を除く。）であって菓子製造業に従事していた期間が、昭和

４１年１２月２６日において３年を超えているもの又は昭和４４年１２月２６日までにおいて３年を超え

るに至ったもの 

 

５ 受験手続 

令和５年８月２１日（月）から同年９月１日（金）まで（土曜日・日曜日を除く。）に住所地を所轄する

福島県保健福祉事務所、福島市保健所、郡山市保健所又はいわき市保健所へ６に定める書類等を提出するこ

と。 

また、県外に住所を有する者にあっては、原則として福島県保健福祉部食品生活衛生課に提出することと

するが、地理的に不便等である場合には最寄りの福島県保健福祉事務所、福島市保健所、郡山市保健所又は

いわき市保健所に提出して差し支えない。 

※ ただし、平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災及び東京電力福島第一原子力発電所事故により

県内に避難している者については、最寄りの福島県保健福祉事務所、福島市保健所、郡山市保健所又は

いわき市保健所に提出して差し支えない。 

 

 



６ 提出書類等 

製菓衛生師試験を受験しようとする者は、次の書類を提出すること。ただし、当該製菓衛生師試験の前、

過去５年の間において、当県の製菓衛生師試験の願書を提出し、受理された者については、当該出願時の受

験票（以下「過去の受験票」という。）を提出することにより、（２）、（３）及び（６）の書類の提出を

省略することができる。 

提出書類 部数 備考 

（１）製菓衛生師試験受験願書 １部  

（２）卒業（修了）証明書 １部 
中学校、高等学校、短大又は大学のうちいず

れかのものであること（専門学校は非該当） 

（３）次に掲げるいずれかの書類 

① 都道府県知事の指定する製菓衛生師

養成施設の卒業（修了）証明書 

② 菓子製造業従事証明書 

①１部 

②従事期間に

つき１部 

菓子製造業従事証明書の証明者が個人の場

合、証明者印は印鑑登録済みの印鑑を用い、

印鑑証明書１部を添付すること。 

（４）戸籍抄本（該当者のみ） １部 

提出書類（２）、（３）及び（６）又は過去

の受験票にて、書類の氏名と現在の氏名が異

なる場合に必要 

６ヶ月以内に取得したもの 

（５）写 真 １枚 

出願前６か月以内に正面から撮影した上半身

かつ無帽のもので、縦４㎝、横３㎝の大きさ

のもの 

裏面に氏名、生年月日及び撮影年月日を記載

したもの 

（６）菓子製造技能士の１級又は２級技能

検定の合格証書の写し（該当者のみ） 
１部 

原本も持参すること 

 
７ 受験手数料 
（１）受験手数料は、９,４００円とし、相当金額の福島県収入証紙を受験願書に貼り付けて納入すること。

（証紙は消印をしないこと。） 
（２）受験手数料は、受験願書を受理した後は、どのような理由があっても返還しない。 
 
８ 合格発表 

令和５年１１月９日（木）午前９時から県庁前掲示板、福島県保健福祉事務所、福島市保健所、郡山市保
健所及びいわき市保健所に合格者の受験番号を掲示するとともに、福島県保健福祉部食品生活衛生課ホーム
ページに合格者の受験番号を掲載する。 
また、後日合格者に通知する。 

 
９ その他 
（１）受験票の発送 
   受験票は、試験日の約１週間前までに願書に記載された住所の本人あてに発送する。 

なお、試験前日までに受験票が到着しない場合は、福島県保健福祉部食品生活衛生課に問い合わせるこ
と。 

（２）試験に関する問い合わせ 
試験に関して不明な点は、最寄りの福島県保健福祉事務所、福島市保健所、郡山市保健所、いわき市保

健所又は福島県保健福祉部食品生活衛生課に問い合わせること。 
（３）駐車場について 

 

県庁外来駐車場を利用すること

ができます。（試験終了後に無料

処理を行いますので、駐車券を

必ずお持ちください。） 

満車の場合は、御容赦願います。 

※周辺路上及び付近の店舗等の駐

車は、迷惑となりますので、絶対

に行わないでください。 


